
欧州司法裁判所Tedesco事件

Kokott法務官意見（仮訳）

多田 望

知的財産権侵害においては，侵害者側にある証拠の収集・保全が決定的に重要であるところ，

ヨーロッパにおいては明細録取（saisiedescription）と呼ばれる強力な証拠保全処分手続が存在

する。そして現在，欧州連合（ＥＵ）においては，在外証拠に関する明細録取の実施について，証

拠規則による司法共助が用いられるべきか，それともブリュッセルＩ規則31条による暫定・保全

措置としての当該所在地における直接的な保全処分も可能か，という問題をめぐって大きな議論

が繰り広げられている。ここに仮訳として紹介する欧州司法裁判所Tedesco事件における

Kokott法務官意見（OpinionofAdvocateGeneralJulianｅＫｏｋｏｔｔｏｎｌ８Ｊｕｌｙ２００７，Case

C-175/O6AJessQndroT1edescouTbmuso几jFYttingsS｢ノ＆ＲＷＯＭ【rj几eEqujPme"ｔLtd.，

[2007］ＥＣＲ､1-07929）は，イタリア裁判所からイギリスに対して要請された提訴前の明細録取

の証拠共助事件についての法務官意見である。実はTedesco事件自体は，イタリアで原事件が終

了したために欧州司法裁判所の先決判断に至らなかった。しかしながら，司法裁判所における事

件登録取消しの前に出されていたKokott法務官意見は，その後，事件自体の先決判断がないに

もかかわらず，その卓越した分析・論旨のために，国際証拠保全への証拠規則とブリュッセルＩ

規則の適用関係をめぐる議論において重要な検討対象とされている。同意見のこのような重要性

に鑑み，ここにその仮訳を掲載する次第である。仮訳の作成にあたっては，同意見の英語版を第

一に用い，必要に応じてドイツ語版およびフランス語版を参照した。なお，この仮訳とあわせて，

多田望「国際知的財産権侵害における暫定措置としての証拠保全序説一明細録取（saisiede‐

scription）とTedesco事件法務官意見の検討を中心に－」熊本法学119号（2010）をご高覧頂け

れば幸いである。

熊本ロージヤーナル第４号(2010.3）５９



【翻訳】

法務官意見

julianeKokott

2007年７月18[１１Ⅲ

CaseC-175/O6

AlessandroTedesco

Ｖ、

TomasoniFittingsSrl

and

RWOMarineEquipmentLtd

（ジェノバ民事裁判所（イタリア）からの先決判断の申立て）

（証拠収集に関する構成国裁判所間の協力一規則（EC）第1206/2001号一

指令第2004/48/EC号一ハーグ証拠収集条約一知的財産権侵害に関する証拠保全手続）

１－序

1．イタリア法は，知的財産権侵害を証明するための証拠の保全および収集に関して効果的な手

続を有する。権利者による申立てに基づいて，権限のある裁判所は，たとえ本案の訴えの提起

前であっても「一方的」な手続において，侵害を引き起こしたと主張されている物品の「明細

録取」（descrizione）を命じることができる。明細録取は，執行官（適切な場合には，鑑定人を

伴う）によって実施され，執行官は物品の検証および文書化を行うが，関連する資料やサンプ

ルの差押えをすることもできる。

2．ジェノバ民事裁判所（イタリア）は，連合王国の権限のある機関に，連合王国に所在する証

拠の収集について司法共助を嘱託した。しかしながら，受託裁判所は，その証拠収集方法が自

国の実務に適合しないことを理由に|風託の実施を拒否した。

3．先決判断の申立てにより，ジェノバ民事裁判所は現在，イタリア法に規定のある物品明細の

調査のような処分が証拠収集に該当するか否かが明らかにされることを求めている。ここにい

う「証拠収集」については，その実施を，構成国の裁判所が他の構成国の裁判所に，民事又は

商事に関する証拠の収集における柵成国の裁判所'１１１の協力に関する2001年５月28日の理噸会規

則（EC）第1206/2001号１２１に従って繭託することができるものである。

(1)原文はドイツ語。

(2)ＯＪ２００１Ｌｌ７４，ｐ1．
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４．構成国によって提出された意見から明らかなように，証拠収集に適用される要件やそれに関

して裁判所が果たすべき役割については，様々な考え方が各国法に存在する。このような状況

はまた，証拠規則の適用範囲に関する見解の相違も引き起こしており，当該規則の司法裁判所

における初の解釈が本件手続においてされることになった。

Ⅱ－関係法令

Ａ－国際条約

5.1970年３月18日の民事又は商事に関する外国における証拠の収集に関するハーグ条約（以下，

ハーグ証拠収集条約）は，欧州連合のイタリアおよび連合王国を含む11の榊成国でしか適用が

ない:３１・ハーグ証拠収集条約１条は，次の通り規定する。

「①締約国の司法当局は，民事又は商事に関し，他の締約国の権限のある当局が証拠の収集そ

の他の裁判上の行為を行うよう，自国の法律に従い，要請書により嘱託することができる。

②要請書は，係属中又は将来の裁判手続において用いることを目的としない証拠を収集する

ために用いることはできない。

③『その他の裁判上の行為』は，裁判上の文書の送達，判決若しくは命令を執行する令状の

発布，又は仮の処分若しくは保全処分の命令の発布を含むものではない｡」

6．知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（以下，TRIPs協定)側１５０条は，知的財産権侵害事

件における暫定措侭に関して次の規則を定める。

「(1)司法当局は．次のことを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限

を有する。

（a）知的所有権の侵害の発生を防止すること。特に物品が管轄内の流通経路へ流入する

ことを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止

することを含む｡）

（b）申し立てられた侵害に関連する証拠を保全すること

（２）司法当局は，適当な場合には，特に，遅延により権利者に回復できない損害が生じるお

それがある場合又は証拠が破棄される明らかな危険がある場合には，他方の当事者に意見

(3)http://www､hcchnetで参照可能なハーグ国際私法会議の加盟国のリストを参照。

(4)TRIPs協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）は，世界貿易機関を設立する協定

（ＷＴＯ協定）の付属書ｌＣであり，ＷＴＯ協定は，欧州共同体の管轄事項として，1994年12月２２

日の理事会決定94/800/EＣ（ＯＪ１９９４Ｌ３３６,ｐ、１)により欧州共同体によって承認されている。

熊本ロージヤーナル第４号(2010.3）６１



【翻訳】

を述べる機会を与えることなく’暫定措置をとる権限を有する。

……」

Ｂ－共同体法

７．証拠規則⑤は，その21条によれば，それが適用される事項に関してハーグ証拠収集条約に優

先するが，その１条は，次のような事項に適用されると定める。すなわち，

「１．この規則は，民事又は商事に関して，構成国の裁判所が自国の法律に従い，次のことを要

請する場合に適用される。

（a）他の構成国の権限のある当局が証拠の収集をすること。又は

（b）他の構成国において直接に証拠の収集をすること。

２．要請書は，係属中又は将来の裁判手続において用いることを目的としない証拠を収集す

るために用いることはできない。

８．証拠規則第２章は，要請書の送付および実施を規律する。本件に関連する第２章の規定は，

次の通りである。

「第４条要請書の様式及び内容

１要請書は，付属書の様式Ａ又は適当な場合には様式Ｉを用いて作成される。要請書には，

次の事項を記載する。

（a）嘱託裁判所，及び適当な場合には受託裁判所

（b）裁判手続の当事者の氏名及び住所，並びに代理人がいるときはその氏名及び住所

（c）事件の性質及び係争事項並びに事実の簡単な説明

（｡）実施されるべき証拠の収集の詳細

（e）要請が人の尋問である場合，次の事項を記載する。

－尋問すべき者の氏名及び住所

一尋問すべき者に対する質問事項又はその者に対して尋問すべき事実

一適当な場合には，嘱託裁判所が所属する構成国の法によれば証言を拒むことができ

る権利

一宜誓又はその代わりの確約の下で尋問が行われるべきこと及びこれらについて用い

られるべき特別の方式

一適当な場合には，嘱託裁判所が必要と認めるその他の情報

(5)「連合王国及びアイルランドは，欧州連合に関する条約及び欧州共同体を設立する条約に付属

する連合王国及びアイルランドの地位に関する議定書３条に従い，この規則の採択及び適用に

加わらない意思を表明した」（証拠規則前文21)。
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(f）要請がその他の証拠収集である場合には，取り調べられるべき文書又はその他の物

(9)適当な場合には，第10条第３項及び第４項に従った要請並びにこれらの適用にあたっ

て必要なすべての情報

第７条要請書の受領

１．受託風の権限のある裁判所は，要請書を受け取ってから７１]以内に，付属譜の様式Ｂを用

いて嘱託裁判所に要請書の受緬の通知を送付する。要諦11+が第５条及び第６条が定める要

件を満たさない場合，受託裁判所は受領の通知において，その旨を記載する。

２．付属醤の様式Ａを用いた要論評であって，かつ，第５条に定める要件に従ったものの実施

がそれを送付された裁判所の符鰭に属しない場合，送付された裁判所は構成国の権限のあ

る裁判所に要請書を転達し，かつ，嘱託裁判所に対して付属書の様式Ａを用いて榊成国の

権限のある裁判所に，その旨を知らせる。」

第10条要請書の実施に関する一般規定

2．受託裁判所は，その属する柵成国の法に従って要請湾を実施する。

3．嘱託裁判所は，付属書の様式Ａを用いて，その属する櫛成国の法が定める特別の手続に従っ

て要諦譜を実施すべきことを求めることができる。受託裁判所は，この手続がその属する

構成国の法と相容れない場合，又はこの手続が実際上の愈大な困難により不可能である場

合を除き，その求めに応じる。受託裁判所がこれらの理由により求めに応じない場合，受

託裁判所は付属書の様式Ｅを用いてその旨を嘱託裁判所に通知しなければならない。

第13条強制方法

必要な場合には，受託裁判所は要諦書の実施に際して，１二1国の当局又は当事者･からの強制

方法の求めを実施するにあたって受託裁判所の属する櫛成'五|の法上定められている限度にお

いて，適当な強制方法を用いる。

第14条実施の拒否

2．第１項に掲げる事由を除くほか，要請書の実施は次に掲げるいずれかの場合にのみ拒否

することができる。

（a）要請が第１条の定めるこの規則の適用範囲に属しない場合

（b）要請書の実施が，受託裁判所の属する構成国の法によれば司法権に属しない場合

３．受託裁判所は，自己が当該０１１:件につきその属する櫛成国の法上専属的な裁判符轄を有し
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ていること，又はその櫛成国の法上当該事件については訴えの権利を認めていないことの

みを理由として，要請書の実施を拒否することができない。

……」

９．さらに，知的財産権の行使に関する2004年４月29日の欧州議会及び理事会の指令第2004／

４８/ＥＣ号'6)は，2006年４月２９日までに構成国が同指令を実施することを求めている

が'７１，第２章において，知的財産権の行使に関する手続および救済を定める。この点に関

して，同指令７条は次の通りである。

｢1．構成国は，事件の本案の訴訟手続の開始前であっても，知的財産権が侵害されていると

の主張又は侵害されるおそれがあるとの主張を裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し

た当事者の申し立てにより，権限のある司法当局が，秘密の情報の保護を条件として，申

し立てられた侵害に関連する証拠を保全するための迅速かつ効果的な暫定措置を命ずるこ

とができることを確保する。これらの措置には，侵害物品の明細録取（サンプルの取得を

伴うこともできる｡)，並びに，侵害物品及び適当な場合には，その生産と流通の双方又は

いずれかに利用される材料及び道具及びこれらに関連する文書の現実の差押えを含ませる

ことができる。かかる措置は，必要がある場合には，特に，遅延により権利者に回復でき

ない損害が生じるおそれがある場合又は証拠が破棄される明らかな危険がある場合には，

他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなくとられることがある。

証拠を保全する措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられる

場合には，影響を受ける当事者は．最も遅い場合においても，当該措置の実施後遅滞なく

通知を受ける。当該影響を受ける当事者の申立てがあれば，当該措置の変更，取消し又は

確認の決定について，意見を述べる機会の与えられる審査が当該措置の通知後合理的な期

間内に行われる。

……」

Ｃ－国内法

10．イタリア知的財産法（CodicedeUaProprietaIndustriale，CPI)(8)は，特に知的財産の司法

上の保護を定める。同法128条は，権利者は侵害物品の明細録取（descrizione）を求めること

ができると規定する。明細録取は，申し立てられた侵害およびその程度に関する証拠にも及ぶ。

本案請求を審理する権限を有する裁判官は，不服申立てのできない命令によって明細録取を決

定する。当該裁判官は，秘密の情報を保護する手段を講じる一方で，サンプルの差押えも命じ

ＯＪ２００４Ｌｌ５７，ｐ４５，およびその誤植の訂正としてＯＪ２００４Ｌ１９５，ｐ、16・

権利行使指令20条参照。

2005年２月10日の法律令（DecretoLegislativo）第30/05号。

１
１
１

６
７
８

く
く
く
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ることができる。申立ては，命令の実効性を損なわないように，一方的（exparte）な手続に

より審尋することもできる。明細録取の申立てが本案の訴えの提起前にされた場合，裁判所は，

本案の訴えの提起のために最大で30日間の期限を設ける。

11．同法129条によれば，権利者は侵害物品の差押えも申し立てることができる。

12．同法130条は,とりわけ,明細録取および差押えの処分が執行官によって（必要な限りにおいて

鑑定人を従えて)，カメラなどの技術道具を用いつつ実施されるべきことを規定する。申立人,そ

の代理人または指名された技術者が処分の実施に立ち会えることの許可が出されることがある。

Ⅲ－事実および先決判断として申し立てられた問題

13.2005年３月21日，AlessandroTedesco氏が，ジェノバ民事裁判所に対してイタリア知的財産

法128条および130条による明細録取の命令の申立てを，ジェノバで設立されたTomasoni

FittingsSrlおよび連合王国のエセックスで設立されたＲＷＯ（MarineEquipmenDLtdを

相手として行った。

14．Tedesco氏の主張によると，彼はハーネスのシステムの発明者であり，それは特許申請により

保護されている。ＲＷＯは，販売店であるTomasoniを通じてイタリアで営業を行っているが，

Tedesco氏によれば，ＲＷＯは同一の技術様式を有するハーネスのシステムを市場において販

売しており，それは彼の製品に関する特許の申請後にされた特許申請の対象であった。

15.2005年５月５日，ジェノバ民事裁判所は，申し立てられている侵害の対象物品についての明

細録取を命じる一方的な命令を発した。明細録取はまず，イタリアにあるTomasoniの店舗等

で行われた。2005年６月20日，証拠規則に基づき，イタリア裁判所はイングランドおよびウェー

ルズの最高法院女王座部の上級主事（SeniorMaster）の事務所に対して要請書を送付した。

受託裁判所は，ＲＷＯの店舗等においてその製品についての明細録取を実施すべき旨を，イタ

リア法に従って嘱託された。

16．明細録取はまた，申し立てられている侵害行為に関するその他の証拠，すなわち，「制限列挙

でなく例示列挙として｣，送り状，納品書，支払指図，見積書，広告物，コンピュータに蓄積され

たデータおよび関連する通関文書も含んでいた。さらにジェノバ民事裁判所は，あらゆる技術

的手段の使用，専門家の援助，サンプルとしての物品の持ち帰りも認めた。これらの行為は，

調査に必要な範囲に限られなければならなかった。申立人，その弁護士および技術助言者は関

係書類の閲覧等を拒否された。

17．非公式の連絡により，上級主事は明細録取の要請の実施を許否する旨を伝えた。許否の理由

は，物品および文書の探査および差押えは上級主事の代理人の職務外の問題であり，当該事項
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’よ要請書手続によって扱うことのできないものであることであった。

18.2006年３月14日の命令により，ジェノバ民事裁判所は，次に掲げる質問を先決判断として司

法裁判所に付託した。

「(a）イタリア産業・知的財産法128条および130条による物品の明細録取を求める要請は，当

裁判所による本件に関する命令の正式な文言によれば，民事又は商事に関する証拠の収集

における購成国の裁判所間の協力に関する2001年５月28日の理事会規則（EC）第1206／

2001号の定める証拠収集の一つの型であり，同規則に基づいて櫛成国の裁判所は，権限の

ある他の構成国の裁判所に対して当該証拠を収集すべきことを嘱託できるか？

（b）質問ｌが肯定される場合であって，明細録取の嘱託が不完全であるかまたは証拠規則４

条の定める要件に合致しないとき，嘱託を受けた裁判所に次の義務はあるか。

－証拠規則７条の定める要件に従って受領の通知を送付する義務

一嘱託裁判所が要請書を修正などにより完全なものとすることができるように，要請書

が不完全である旨を指示する義務」

19．司法裁判所においては，Tedesco氏，イタリア政府，フィンランド政府，スウェーデン政府，

スロベニア政府，ギリシャ政府およびスペイン政府，アイルランド，連合王国政府，並びに欧州

共同体委員会が書面および口頭による意見を提出した。

Ⅳ－評価

Ａ－付託の許容性

20．ジェノバ民事裁判所による付託は，欧州共同体設立条約61条ｃ号および67条１項に基づいて

採択された証拠規則の解釈問題に関する。同条約68条1項によれば，同条約第４編の枠組内に

おいて，付託は，国内法上の司法救済が当該国内裁判所の裁判について存在しない裁判所から

のものについてのみ認められる。委員会およびスペイン政府は，本件がこの場合に該当するか

否かに関して疑問を提起している。

21．欧州共同体設立条約234条３項に関する判例によれば，国内法上の司法救済が当該国内裁判所

の裁判について存在しない裁判所の分類は個別的に検討される。すなわち，手続において不服

申立てが許されない下級審裁判所の裁判もまた，同条約234条３項にいう最終段階の裁判所にな

る（９）。国内裁判所の付託義務は，共同体法の解釈および適用の統一を確保し，とりわけ，共同体

(9)Ｃａｓｅ６/６４CostauEjVEL[1964]ＥＣＲ585,CaseC-337/９５Ｐ､:/m7zsCﾉiristimzDjor[1997］

ECRI-6013段落25,およびCaseC-99/O0LyclBeshog[2002］ECRI-4839段落１４，１５参照。
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法ルールによらずに国内判例の大系が構成国内に将来できあがるのを防ぐことを目的とするiIo)。

この危険性は，「個別の事件において｣，当該裁判所の裁判について司法救済が存在しない裁判

所が，決定的な方法で共同体法の不明確性を解決する権限を与えられているにもかかわらず司

法裁判所への当該問題の付託義務を有しない場合にも，なお存在する。

22．これらの原則は，欧州共同体設立条約68条１項の枠組において一層あてはまるものである。

というのは，これらの場合においては，最終審の裁判所のみが先決判断の付託を裁判所にする

権限を有するからである。この点，最上級審裁判所に付託権を留保することの問題性が，証拠

収集の司法協力を規律する証拠規則に関して明らかになってくる。事実の認定は，基本的に下

級審裁判所の職務であり，最終審裁判所のそれでない。司法裁判所による解釈が問題となりう

る証拠規則に関しては，欧州共同体設立条約68条１項における「国内法上の司法救済が当該国

内裁判所の裁判について存在しない裁判所」の概念は，あまり厳密に解釈される必要はない。

特に，最高裁判所のみが付託権を与えられていると扱うことは不適切である。

23．原手続において，ジェノバ民事裁判所は，物品の明細録取の申立てを認めた。この手続は，証

拠の保全と収集の双方またはいずれかを目的とする処分であり，この処分は不服申立てに服さ

ない命令によってされる(u》。

24．委員会は，しかしながら，明細録取を命ずる手続は，申立てを受けた裁判所によって（たとえ

一部であっても）実施済みであると主張する。イタリア民事裁判所は，現在本案請求の審理に

移行し，当該請求は司法救済が可能な判決によって判断される。

25.しかしながら，現在まで実のところ，要請は連合王国における証拠の保全または収集の実施

にまで達していない。付託をした裁判所は，明細録取は明らかに公権力行使的であると考えて

いる。新しい嘱託（または最初の嘱託の再送）を連合王国の裁判所にする前に，同裁判所は，
マワマ

イタリア知的財産法129条および'30条における明細録取のような処分が証拠規則の適用範囲に

入るか否かに関する回答を諸うている。

26.よって，裁判所が命令の形式で行う手続上の措置であって不服申立てができないすべてのも

のが，当該裁判所を，欧州共同体設立条約68条１項にいう国内法上の司法救済が当該国内裁判

所の裁判について存在しない裁判所にすることにはならない。むしろ，不服申立てできないこ

のような一時的な裁判は，独立した手続か訴訟の特定の段階を終結させるものであり，付託さ

れている問題はこのような手続か訴訟段階に明らかに関係するに違いない。

27．事件記録から判断する限り，侵害物品の明細録取は特別な手続である。このことは，かかる

処分の申立てが本案の訴えが提起される前にされ得ること(１２)から少なからず帰結される。証拠

(10)Lycheshog事件・前注(9)段落15。

(11)イタリア知的財産法128条４項参照。

(12)イタリア知的財産法128条５項参照。
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の保全と収集の手続は，明細録取が実際にされたか，明細録取を命じた裁判所がその実施を撤

回した（例えば実際上の不可能のため）場合にのみ，終了する。

28．付託された第１の質問は，明細録取の手続が，証拠規則に基づく他の構成国の裁判所に対す

る証拠収集の要請によって実施されうるか否かを明らかにすることを目的とする。したがって，

この問題は，明細録取の手続を通じた証拠の保全と収集の双方またはいずれかという分離され

た手続と密接に関係する。この手続は不服申立てのできない命令によって実施されるので，イ

タリア民事裁判所は欧州共同体設立条約68条１項および同条約234条の両規定に基づいて，司法

裁判所に対して付託する権限を与えられる。したがって，付託された第１の質問は，受理でき

る。

29.しかしながら私見によれば，付託された第２の質問は受理できない。

30．確定した判例法によれば，欧州共同体設立条約234条によって定められている司法裁判所と国

内裁判所間の協力の文脈においては，紛争が訴えとして提起されそれに対する司法判断の責務

を負わなければならない国内裁判所のみが，事件の具体的な事情に照らして，判決に至るため

の先決判断の必要性および司法裁判所に付託する質問の関連性の双方を判断する。そして，先

決判断のために付託された質問が共同体法の解釈に関する場合，司法裁判所は原則として先決

判断をする義務がある('31.

31しかしながら，司法裁判所はまた〆例外的な事情においては司法裁判所が，自身が管轄権を有

するか否かを判断するために，国内裁判所によって付託された事件の状況を審査すると述べて

いる川ｲ'・国内裁判所からの付託が拒否されるのは，｜可裁判所から求められている共同体法の解

釈が主たる訴えの事実関係またはその目的に何ら関係しないことがきわめて明らかである場合，

当該問題が仮定的である場合！または司法裁判所が付託された問題に対して有用な回答を与え

るのに必要な事実上または法律上の資料を有しない場合に限られることは，確立した判例法で

ある:１５１．

32．第２の質問によって，付託をした裁判所は，要請課が不完全であるか証拠規則４条の要件を

満たさない場合に受託裁判所がどのような義務を有するか，とりわけ受託裁判所が期限内に証

拠規則７条の求めに従って受領通知を発しなければならないか，および要請書が不完全である

ことを示さなければならないかを明らかにすることを求めている。

33．この質問に対する回答は，付託をした裁判所が証拠保全の手続の文脈においてする裁判に関

(13)特に，Case-415/９３Bosmcz〃［1995］ECRI-4921段落59,およびJoinedCasesC-295/O4to

C-298/O4MmVredjα"ｄＯｔｈｅｒｓ［2006］ECRI-6619段落26参照。

(14)Mtzm/>･edi事件・前注(13)段落27。

(15)特にⅡＢｏｓｍＱ几事件・前注(13)段落61,およびCaseC-344/Ｏ４Ｌ４Ｔ１ＡａｎｄＥＬＥ４Ａ［2006］

ECRI-403段落24参照。
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係していない。むしろ，この回答は受託裁判所のみに関係する。後者の裁判所の義務について

疑義が存在する場合，その裁判所が，必要があれば司法裁判所に対して証拠規則の解釈に関し

て付託すべき事柄である。

34．第２の質問は主たる手続に関係しないばかりでなく，仮定的状況にも関係している。事件記

録においては，受託裁判所が実のところ様式Ｂを用いて法定の期限内に要請書の受領通知を出

さなかったことは顕著である('６)。受託裁判所が新しい要請書の受領を適法に通知しなかったこ

とを示すものは何もない。最初の要請書または将来の要請書が不完全であって様式ｃを用いた

補完的情報の求めが必要になることも，明らかでない1'7》。

B－第１の質問

35．第１の質問は，上級主事による司法共助嘱託の拒否に照らして解釈されなければならない。

それは，処分は証拠規則の適用範囲内に入らないという見解を受託裁判所は採用するという受

託裁判所の簡潔な回答から結論づけられなければならない。

３６上級主事の回答はまた，証拠規則14条２項ｂ号に定める拒否事由に依拠するものとしても解

釈されうる。この規定によれば，受託裁判所の属する構成国の法によれば司法権に属しない要

請書の実施は拒否されうる。ジェノバ民事裁判所はイタリア法が規定する特別の手続に従って

要請書が実施されることを求めたので（証拠規則10条３項)(18)，さらに10条３項２文の規定も適

用される。

37．国内裁判所に第１の質問に対する有益な回答を提供するためには，特許権を侵害していると

申し立てられている対象物の明細録取（関連する取引文書の探索，記録化や持ち帰り，および

サンプルの差押えを含む｡）の要請が証拠規則の適用範囲内に入るか否か，そして，もし入るの

であれば，列挙された拒否事由のいずれかがその実施を排除するか否かを検討する必要がある。

(16)連合王国政府は2005年７月11日付けの様式Ｂをその意見書の付属書２に入れている。しかし

ながら，ジェノバ民事裁判所は，付託申立てにおいて当該文書に言及しておらず，むしろ要請

書の受領は（受託裁判所によって）少なくとも2005年９月20日付けで通知されたと示している．

よって，様式Bの実際の運命は不明確なままである。

(17)要請書実施の拒否事由が受託事項が証拠規則の適用範囲内に入らないこと（おそらく，受託

裁判所の採る見解）であれば，証拠規則は様式Ｈを定めている。しかしながらこの様式は，他

の拒否事由（例えば，受託事項が司法権に入らない場合）の通知にも使われる。もしも裁判所

が，嘱託裁判所の所属する構成国の法によって定められている特別の手続に従った証拠収集

（証拠規則10条３項参照）はできないと考える場合，嘱託裁判所は様式Eによってその旨の通知

を受けることになる。要請書を出された英国裁判所はこれらのどの様式も使わなかったようで

ある。

(18)要請書の様式Ａの項目13を参照。これは，付属書Ａ１として連合王国の意見に添付されている。
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1．証拠規則の適用範囲

38．証拠規則１条１項ａ号によると，同規則は，民事又は商事に関して，構成国の裁判所が自国の

法律に従い，他の構成国の権限のある当局が証拠の収集をすることを要請する場合に適用され

る。１条２項によればさらに，収集される証拠は，係属中又は将来の裁判手続において用いら

れることが目的とされていなければならない。

３９以下では，まず,証拠収集の概念の解釈，その次に，知的財産権の侵害に対する司法的救済の

文脈において重要な特別の事情および法規定を検討する。さらにその後で，証拠規則の適用に

反対する見解を検討する。

a）証拠収集の概念の解釈

40.証拠規則１条１項(a)号にいう「証拠の収集をすること」の文言は，共同体立法によって何ら

詳細には定義されていない。

41．ブリュッセル条約(19》の判例において司法裁判所は，同条約は自律的に解釈されなければなら

ないという原則を発展させてきた(20)。定義に関しては，ブリュッセル条約１条にいう民事及び

商事の概念の適用範囲に関連して，司法裁判所はとりわけ，ブリュッセル条約から発生する締

約国および同条約の適用を受ける者の権利義務は，可能な限り平等かつ統一的でなければなら

ないと判示してきた。したがって，この規定の文言を，関係する締約国のいずれかの国内法を

単純に指定して解釈することはできなかった(211.

42．同じことは，その解釈が証拠規則の適用範囲の決定にとって決定的である証拠の収集の概念

にも類推してあてはまる。したがって，その意I朱および範囲は，証拠規則の文言，制定経緯，枠

組みおよび目的を考慮しつつ，独自に判断されなければならない。

(19)1968年の民事および商事に関する裁判管轄および判決の執行に関するブリュッセル条約（０Ｊ

１９７２Ｌ２９９，ｐ、３２)。デンマーク王国，アイルランドおよびグレート・ブリテンおよび北部ア

イルランド連合王国の1978年10月９日の加入条約（ＯＪ１９７８Ｌ３０４，ｐ、Ｌ修正された条文は，

ｐ､77）によって修正されたもの，さらに，ギリシャ共和国の加入に関する1982年10月25日の条

約，スペイン王国およびポルトガル共和国の加入に関する1989年５月26日の条約（OＪ１９８９Ｌ

２８５，ｐｌ)，オーストリア，フィンランド共和国およびスウェーデン王国の加入に関する1996年

１１月29日の条約（ＯＪｌ９９７Ｃｌ５,ｐｌ）により，修正されたものをいう（以下，「ブリュッセル

条約｣)。

(20）「民事及び商事」の概念に関して，CaseC-266/O1P76seruQtrice／b7zcibreTIARD［2003］

ECRI-4867段落20,「契約に関する事項」の概念に関して，CaseC-265/０２Ｆ｝nhujJ［2004］

ECRI-1543段落２２を参照。司法裁判所は，民事及び商事に関する裁判管轄及び裁判の承認執

行に関する2000年12月22日の理事会規則（EC）第44/2001号（ＯＪ２００１Ｌ１２,ｐｌ）に関して

もまた，これらの判例を適用している。CaseC-103/O5Rejsc力Ｍｂ"tczge［2006］ECRI-6827
段落29参照。

(21)P76SerUqtriCe/b"cjbrem4RD事件・前注(20)段落20。
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43．証拠規則は，前文の第２段落に示されるように，証拠の収集における裁判所間の協力を改善，

特に簡素化・促進することにより域内市場の適正な営みに寄与することが意図されている。そ

の目的は，証拠規則によって提供される簡素化された司法共助の仕組みが，できる限り多くの

司法上の情報収集処分に適用される場合に達成される。したがって，証拠収集の概念はあまり

厳格に解釈されるべきでない。

44．この点，証拠規則１条１項と４条１項ｅ号およびｆ号の相互作用から，まずは，証拠収集嘱託

の対象事項は証拠の収集には厳格には限られないことが帰結される(221。とりわけ，嘱託は証人

尋問に限られない。すなわち，４条１項ｆ号からすれば，証拠の収集には，文苫もしくは他の物

の検証または専門家による鑑定も含まれる。なお，鑑定が可能であることは，鑑定人に支払わ

れるべき費用の償還について定める18条２項前文からも確認される。

45．ジェノバ民事裁判所によって命じられた調査の処分において列挙された対象物，すなわち，

ハーネスのシステムのサンプル並びに送り状，納品書，支払指図，見積書，広告物，コンピュー

タに蓄積されたデータおよび関連する通関文書は，裁判所自身が直接に取り調べ可能かまたは

鑑定に服する文書や物である。したがって，調査の処分に列挙された対象物は，原則として，

証拠規則における証拠収集の対象事項となるべきものである。

b）知的財産権侵害事件における証拠の保全および収集

46．本件の先決判断の付託は，知的財産権侵害事件における特別な証拠保全手続の枠組み内での

司法共助嘱託の文)派において位置づけられなければならない。これらの手続に関しては，国際

法のレベルにおいても共同体法によっても，この問題状況における権利保護の特別の要請を考

慮する特別な規則が存在する。これらの規則は，証拠規則の緩やかな解釈において考慮に入れ

られなければならない。

47．証拠の収集は一般に，証明責任を負う当礪者が証すべき事実およびそれを裏付けるために用

いられる証拠を特定しなければならないことを前提にする。しかしながら，自己の知的財産権

の侵害を知った権利者は，しばしば，自己の主張を裏付ける証拠の特定または入手ができない

という困難に直面する。というのは，これらの証拠は，侵害の責めを負うべき当事者や第三者

の手の中にあるからである。さらに，ほとんどの事例において，侵害から生じる損害を食い止

めて，さらに，破棄されるiiiに証拠を保全するためには，迅速性が決定的に重要である。

48.したがって，知的財産の実効的な保護を確保するために，TRIPｓ協定50条は裁判所に対して，

(22)委員会もまた，証拠規則の適用に関する実務の手引きにおいて，証拠の概念を広く解釈する。

この手引きにおいて「証拠」の概念は，例えば証人，当事者，専門家の尋問，文謝，証明書，事

実の確認，家族または子の福祉に関する専門的意見の提出を含むとされる（実務の手引きの第８

項を参照。この手引きは，http://ec､europa.eu/civiljustice/evidence/evidence-ec-guide-en

pdfで参照可能である)。
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迅速かつ実効的な暫定措侭，すなわち，侵害物品の流通の排除および申し立てられている侵害

に関する証拠の保全の双方を命ずる権限を与えている。

49．権利行使指令７条は，ＴＲＩＰs協定50条を基盤に作成されている(231。指令７条に基づいて，司

法当局は，「申し立てられた侵害に関連する証拠を保全するための迅速かつ効果的な暫定措置を

命ずることができる｣。これらの措置には，「侵害物品の明細録取（サンプルの収集を伴うこと

もできる｡)，並びに，侵害物品及び適当な場合には，その生産を流通の双方又はいずれかに利

用される材料及び道具及びこれらに関連する文書の現実の差押えを含ませる」ことができる。

50．イタリアでは，イタリア知的財産法128条以下が，国内法における指令の実施を行う。他の構

成国は，同様の法規定を用いている:2抑。連合王国では，1997年の民事訴訟法７条が民事訴訟規

則25.1(1)(h)と組み合わさって，探索命令（searchorder）の発出を認める。これらの規定は，

アントン・ピラー命令'垣'，すなわち判例法として発展してきた措置を条文化したものである'2s)。

51.たとえ権利行使指令の前文11によれば，指令自体は司法共助に関する統一規則の設定を目的

としないものであっても，指令の規定および目的は，証拠規則の解釈に考慮されるべきであ

るI鰯)。前述した前文11に述べられているように，「これらの事項を一般的に規律し，かつ，原則

として知的財産にも同様に適用される共同体文書」が存在するのである。

52．このことに鑑みれば，知的財産権の効果的な保護（国境を越えたそれも）を確保するために，

証拠規則による司法共助の可能性が，権利行使指令の定める証拠保全手続において利用される

べきことが示唆される。

c）証拠規則の適用に反対する見解

53．関係する者や国のほとんどは，本件手続におけるような場合に対して証拠規則を適用するこ

とに好意的であるが，ギリシャ政府，アイルランドおよび連合王国政府は，証拠規則の適用に

(23)権利行使指令の前文４，５および７を参照。より詳細な議論に関しては，McGuire，Dieneue

EnforcementDirective2004/48/EGundihrVerhtiltniszumTRIPS-Ubereinkommen'，

osterrejc/ZjscﾉｌｅＢＪ⑰tter／UrgeLUer61jcﾉje〃Rechtsscﾉｍｔｚｕ"dWie6errecﾉit，2004,ｐ，255お

よびIbbeken，Ａ､，Dus7mPS-U6erei"ﾉﾔｏｍｍｅｎｕ"ddieuolgerjCﾉttJicﾉieBeu）ｅｊｓｈｊＭ２ｉｍ

ｇｅＵﾉe76Jicﾉie几RCChtsschuに，Cologne，2004を参照。

(24)例えばフランスでは，知的財産法Ｌ615-5条が規定する「saisie-contrefacon」である。ドイ
ママ

ツ，フランスおよびイギリスの法に関する包括的研究として，Ibbeken前注(24)を参照。

(25)Ａ"to〃ＰｊＪｌｅｒＫＧＵＭｍＵ/tzcturi"gProcessesLtd[1976］１ＡｌｌＥＲ７７９を参照。

(26)Zuckerman，Ａ､，Ｚｕｃｈｅｒｍａｎｏ〃CiuiJProcedure，２，．edition，London，2006,point
ママ

14.175を参照。その発展の詳細については，Ibbeken前注(24)111頁以下参照。

(27)しかしながら，原手続の事実関係に鑑みると，権利行使指令の時間的適用範囲に注意しなけ

ればならない。同指令は2004年６月22日に施行されたが，2006年４月29日までは実施の猶予が

認められている（権利行使指令20条および21条参照)。同指令の猶予期間が満了する前は，限定

的な義務しか，指令の実施に関しては存在しない（CaseC-212/O4Ade"ｅｌｅｒｚｍｄＯｔｈｅｒｓ

［2006］ECRI-6057段落117以下参照)。
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対して，おおよそ次のような反対意見を唱える。

－物品の明細録取を求める命令は，証拠規則が適用されない探索および差押えの命令である。

－ハーグ証拠収集条約と同じく，証拠規則は暫定保全措置に適用されない。

－求められている保全措置の申立ては，ブリュッセルＩ規則に基づいてイギリス裁判所に対

してされなければならない。

i）証拠規則は探索・差押え命令に適用されないか？

54．連合王国政府は，物品の明細録取命令は証拠規則の適用範囲に入らない探索および差押えを

含んでいると主張する。この見解によれば，証拠の収集は，それの現実的行為の前にされる探

索の措置と区別されなければならない。そして，証拠規則は，探索および差押えの際における

関係当事者の権利の保護規定を有しない，というのである。

55．証拠の収集は，証拠となる対象の感覚的な認識と評価を含む。証人の証言は聞かれ，文書は

読まれ，そして他の物は検証される。司法協力は，証拠規則４条１項ｅ号およびｆ号から明らか

なように，これらのすべての行為に及ぶ。

56．証拠の収集の前提条件は，裁判所または裁判所が権限を与えた者（例えば鑑定人，または当

事者の訴訟代理人も）が証拠にアクセスできることである。物品の明細録取の命令または探索

命令は，証拠へのアクセスを許容することを証拠の所持人に要求する。したがって，このよう

な命令は，証拠の収集と分かちがたく結びついている。このことはまた，裁判所自身が証拠収

集の対象を即座に取り調べせず，他の者に対象物の整理・ファイル化やサンプルの持ち帰りを

させ，そして，ファイルされた物（コピー，写真，媒体に蓄積されたデータなど）やサンプルが，

直接に裁判所に対して，事後的にのみ提出される場合にもあてはまる。

57．証拠保全処分は，関係当事者の権利の保護もまた提供する。司法協力の枠組みにおいては，

このような命令は通常，受託裁判所の所属する構成国の法に従って実施される（証拠規則10条

２項)。これは，証拠が収集される地で効力を有する手続法規の遵守を保障する。これらの法規

は，相手方当噸者および証拠を所持する第三者の権利を保護する。

58．例外的に証拠の収集が嘱託裁判所の所属する構成国の法の定める特別の手続に従って実施さ

れる場合（証拠規則10条３項)，相手方当事者または第三者は，証拠が収集される地において外

国の手続法に直面することになるであろう。

59.しかしながら，知的財産権侵害の証拠を保全する処分は，権利行使指令において調和がもた

らされてきている。同指令が正しく導入されれば，この分野における構成国の手続法は，同指

令の導入において柔軟性が許される範囲内でのみ，他の構成国のそれと異なり得ることになる。

残りの部分については，国内法は一般的に適用される基本原則，例えば，人権及び基本的自由

の保護に関する欧州条約（EＣＨＲ）によって保障される公正な審尋を受ける権利や家庭および

財産の保護を受ける権利などに従わなければならない。
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60．もっとも，外国の手続法に従った証拠の収集が国内法と相容れない場合や実際上の大きな困

難により不可能である場合，唯一のあり得る解決は，要請が拒否されることである（証拠規則

10条３項２文)。しかしながら，より穏健な方法として，受託裁判所はまずは，国内法が定める

保護を遵守するような修正をした上で嘱託された命令の実施を試みなければならない(281.

61．最後に指摘したいのは，これまで述べてきたことは，証拠の所持人が任意に証拠収集に協力

する場合に関するものであることである。適当な場合において証拠の収集のために強制力が行

使されなければならないのは，証拠へのアクセスを関係当事者が許容しない場合についてのみ

である。証拠規則13条によれば，関係当事者の権利に一層重大な影響を与えるこのような介入

は，受託裁判所の法廷地法のみによって排他的に決定される。

62．これを本件にあてはめると，イギリス裁判所は拒否珈由を主張しない限り，原則として，イタ

リア知的財産法128,130条の定める特別の手続に従った嘱託内容としての明細録取の命令を実

施しなければならないことになる。この点に関して，証拠の収集はまず，問題となっているハー

ネスのシステムや関連する文書・データの記録をとってファイル化することである。これはま

た，鑑定人による評価または証拠の直接的取調べのための受託裁判所または嘱託裁判所への提

出に必要な限りにおいて，文書および物の持ち帰りをも含む。この点に関しては，比例原則へ

の考慮がされなければならない。

63.さらに，権利行使指令７条は，秘惰の情報の保護が確保されなければならないことを求めて

いる。この義務は，受託裁判所とWji託裁判所の双方に課せられる。したがって，ジェノバ民事

裁判所は，申立人およびその訴訟代理人の明細録取への立会を許可した一方で，収集された文

普をこれらの者が閲覧することを認めず，文書は封のされた封筒の中に入れられることを求め

た。考えられ得ることとして，ジェノバ民事裁判所は例えば，特許侵害が存在するという確証

を文書などのファイルに基づいて得られる場合にのみ，取扱いに注意が必要な商業上の文書の

訴訟手続への願出を許すであろう。この場合においてのみ，損害の範囲の認定のために必要な

販売数の情報を知ることができることとなる。

64．ＲＷＯが任意に物を提供しない場合，証拠規則13条は強制力の行使を認める。イギリス法が

これを認め，かつ，強制力の行使が証拠の収集に必須であるならば，例えばハーネスのシステ

ムのサンプルが差し押さえられ得る。

65.したがって，ジェノバ民事裁判所によって求められた処分（探索および差押えの命令）は証

拠規則の適用範囲に入らないと，一般的な言い方で主張することは正しくない。

ii）事実審理前ディスカヴァリの禁止

66.噸実審理前の段階における証拠保全のための処分を司法協力に含ませることに関連して連合

(28)この点に関するより詳細な議論に関して，後述・段落111参照。

７４熊本ロージヤーナル第４号(2010.3）



欧州司法裁判所Tcdesco:1牌件Kokott法務官意見(仮訳）

王国政府によって表明された留保は，明らかに事実審理前のディスカヴァリの問題に関するも

のでありⅢこれは繰り返しハーグ会議の枠内において議論されている(鋤。

67．出発点として最初に，証拠規則１条２項によれば，「係属中または将来の裁判手続において用

いることを目的としない」証拠を収集するために証拠収集の要請をすることはできないことが

留意されなければならない。要請書が完全にこの要件を満たすか否かの問題は，問題となって

いる行為の他の証拠，すなわち，制限列挙でなく例示列挙として，送り状，納品書，支払指図，

見積書，広告物，コンピュータに蓄積されたデータおよび通関文書についての明細録取を求め

る命令に関して，疑問を生じさせる。

68．ハーグ証拠収集条約（23条）と異なり，証拠規則は事実群理前ディスカヴァリに関する明文

規定を有さない。しかしながら，証拠規則が採択された時に，欧州連合理事会は次の見解第

５４/01号(瓢))を発表した。すなわち，「証拠規則の適用範囲は，覗実審理前ディスカヴァリ（いわ

ゆる「証拠漁り｣）を含まない｡」である。

69．確立した判例法によれば，理事会の議事録における見解は，その内容が法規の文言にも言及

する限りにおいて，かつ，一般的な概念を明確にすることに貢献する場合には，当該法規の解

釈において考慮することができる(３１１．本件手続との関連において，議事録における見解は，証

拠規則１条２項の「係属中又は将来の裁判手続において［証拠として］用いること」の要件を

明らかにする。

70．この点に関して，前記見解における嚇実審理前ディスカヴァリの排除は，本案請求に関する

訴訟手続の開始前における事実認定を目的とするあらゆる手続を排除するものとは解釈され得

ない。この立場は，１条２項の文言によって排除されている。むしろ前記見解は，係属中また

は将来の裁判手続との関連性が明らかであり，かつ，司法協力が証拠になりうる物件自体との

み関連し，裁判手続とは間接的にしか関係していない事情とは関連していないことが十分明確

に分かる程度に証拠が特定されなければならないことを示すものである。

(29)ハーグ証拠収集条約23条に基づく留保の正確な範囲は，最終的には明らかにされていない。

事実審理前ディスカヴァリの概念の解釈は，締約国による説明的宣言およびハーグ会議におけ

る何度かの議論の対象事項になってきている（ハーグ認証条約，ハーグ証拠収集条約およびハー

グ送達条約の実務的運用に関する特別委員会によって採択された結論および推奨（2003年10月

２８日）の段落29から34まで参照。これは，http://hcche-vision.､l/upload/wop/lseLconcl

e・pdfにおいて入手可能である。また，Nagel，Ｈ，andGottwald，Ｐ，Ijzternutjo几aJes

ZiDjlprozessrecht,６thedition，Cologne2006,para､８，point６８以下参照)。このことは，原

則としてコモン・ロ－，とりわけアメリカ法に基づいて，相手方である訴訟当事者が有する情

報を収集するために事実審理前の段階で認められる処分について問題となる。

(30)理事会文書の毎月のサマリーである2001年７月４日のDocumentNolO571/01,ｐ、１６を参照。

(31)CaseC-292/８９Ａ､to"jsse几［1991］ECRI-745段落18,CaseC-368/９６GeJzerics（ＵＫ）α"ｄ

Ｏｔﾉｶers［1998］ECRI-7967段落２６，２７，およびCaseC-402/O3SlDoucmdBiJlbα［2006］ECR

I-199段落42を参照。
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71．訴訟の相手方当事者が過剰なディスカヴァリ要求（いわゆる証拠漁り）に服従しなくてもよ

いようにするためには，特定された文書のディスカヴァリ命令の場合，次のような区別がされ

なければならない。

72．文書の提出命令は，ディスカヴァリが求められている文書が証拠となりうる物件の情報を導

くのみであり，それ自体は訴訟手続において証拠として機能しない場合（いわゆる「調査の小

手調べ」（trainofenquiry)。すなわち，証拠として関連するかも知れない物件の許容できな

い模索)，認められない。このような場合,証拠は単に間接的に用いられるに過ぎない。したがっ

て，「裁判手続において用いること」の要件は具備されない。

73.他方，命令の実施によって初めて発見される文書の提出命令は，対象となっている文書が特

定されるかまたは十分な明確性とともに示され，かつ，紛争の対象と直接に関連している場合，

認められる。このようなやり方によってのみ，訴訟の相手方当事者の犠牲において行われる，

紛争の対象を越えた過剰な資料収集は，回避される。

74．原手続において，イタリア裁判所の明細録取を求める命令は，送り状，納品書，支払指図，見

積書，広告物，コンピュータに蓄積されたデータおよび通関文書を対象としているが，これは

証拠の発見に奉仕するものである。これらの文書を用いて，原手続の原告は，特許侵害自体や

その範囲を証明すること，および損害賠償額を算定することを意図している。証拠が係属中ま

たは将来の裁判手続において用いられることを目的としている限りにおいて，イタリア裁判所

の要請書は許容できる。

75.しかしながら，イタリア裁判所の命令中の，これを越えて特定されていない文書を求めてい

る文言（すなわち，「制限列挙でなく例示列挙として｣）の部分は許容できない。この部分にお

いて欠けているのは，文書のその他の種類の明確な記載である。

iii）証拠収集と暫定・保全措置の範囲画定

76．その他の関係する者や国などと異なり，ギリシヤ政府，アイルランドおよび連合王国政府は，

物品の明細録取を実施する処分（文書の差押えおよびサンプルの持ち帰りを含む）は暫定・保

全措置であり，証拠規則の意味における証拠の収集でないとの見解を採用する。この主張は，

次の２つの前提に基づいている。第１に，暫定・保全措置は証拠規則の適用範囲外であること，

第２に，本件で問題になっている証拠保全の処分はかかる暫定・保全措置であること，である。

このうち，第１の前提には賛成するが，第２の前提には賛成しない。

－暫定・保全措置は証拠規則の適用範囲外である

77．証拠規則の採択以前，ハーグ証拠収集条約は実質的に，少なくとも締約国（しかしながら，構

成国は11しか含まれない)(32)の間において，証拠の収集における司法協力に関して参照される

(32)証拠規則の前文６を参照。
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べき基本であった。証拠規則は，共同体全体（ただし，デンマークは例外）における司法協力

の共通の基本を創出し，さらなる簡素化を確実にすることを目的としていた(郷)。

78．民事および商事に関する証拠の収集における構成国の裁判所間の協力に関する理事会規則の

採択を目的とするドイツ連邦のイニシアティブによる提案(棚は，適用範囲の定義をハーグ証拠

収集条約１条に対応する文言を用いてこれと並行的に定めていた。したがって証拠規則は，証

拠収集またはその他の裁判上の行為（裁判上または裁判外の文諜の送達および「暫定・保全措

置」を除く）の要請書に適用されることが意図されていた(351゜このような措極は実際，ドイツ

のイニシアティブの前文７および８が述べるように，民事又は商事に関する裁判上および裁判

外の構成国における送達に関する2000年５月29日の理事会規則（EC）第1348/2000号(郷)および

ブリュッセル条約によって，すでにその適用範囲に含まれている。

79．このイニシアティブと異なり，証拠規則は「その他の裁判上の行為」をその適用範囲に含む

ことをやめて，単に証拠の収集に言及するに過ぎない。したがって，暫定・保全措置をその適

用範囲から除外することは明らかに余分なことである。というのは，これらの措置はその他の

裁判上の行為とみなされ得るのみであって，証拠の収集とはみなされ得ないであろうからであ

る。よって，暫定・保全措置が証拠規則の適用範囲外であるという主張は正しい。

－証拠保全手続は暫定・保全措腫であるか？

80.しかしながら以上のことは，第２の前提もまた正しいと考えられるということ，すなわち，証

拠の保全や収集の処分（例えば，原手続における物品の明細録取の命令）がハーグ証拠収集条

約も（同条約を基盤とする）証拠規則も適用されない暫定・保全措置であることを意味しない。

証拠規則およびハーグ証拠収集条約の間における制定経緯の関連性は，証拠の収集と暫定・保

全措置の範囲画定の手助けとはなり得ない。

81．暫定措置については，その目的に応じて２つの型が区別されなければならない。すなわち，

一方で，判決内容自体の実現を確保するための命令と，他方で，証拠の保全および収集の処分

(33)Berger，Ｃ,，DieEG-VerordnungUberdieZusammenarbeitderGerichteauf

demGebietderBeweisaufnahmeinZivil‐undHandelssachen（EuBVO)，，Prnjrisdes

mternatjo"αＩＣ〃PriuQt‐ｕ"ｄＶｂＥ/tJﾉtre几srec/Lts-IPRax2001，ｐ、522．

(34)ＯＪ２０００Ｃ３１４，ｐ、１．

(35）ドイツのイニシアティブの英語訳（連合王国政府が依拠するそれ）は，この点に関して不正

確であるように見える。ドイツ語の「保全または執行の措置（MaBnahmenderSicherung

oderVollstreckung)」が，「証拠の保全または執行の措置（measuresfOrthepreservation

ofevidenceorenforcement)」に訳されている。これに対して，フランス語版は，ドイツの原

文と同様，ハーグ証拠収集条約の文言に直接的に並行して，「保全または執行の措置（mesures

conservatoiresoud'execution)」となっている。同じように訳すれば，英語版は「暫定または

保全の措置の命令（ordersforprovisionalorprotectivemeasures)」とされるべきであった。

(36)ＯＪ２０００Ｌ１６ｑｐ、３７．
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であり，本件のジェノバ民事裁判所における手続を例にすると，次のように説明できる。

82．仮に原手続の原告が勝訴した場合，この判決は被告が権利侵害を止めるよう求め，そして必

要であれば損害賠償も求めるものであるだろう。権利侵害を止めさせる権利を確保する実効的

な手段は，侵害物品やその製造に使われる装置の差押えである。

83.しかしながら本件において，将来下される判決の執行を確保するこのような処分（例えば，

流通を阻止するためにハーネスのシステムの全在庫を差押えること）は関係がない。このよう

な処分はイタリア知的財産法129条に基づいてされるべきものであるだろう。そうではなくて

付託裁判所は，イギリス裁判所に対して，同法128条による証拠の保全処分の実施を求めたので

ある。

84．権利行使指令７条は，残念ながら，暫定措置のこれらの２つの型を混同している。当該規定

は冒頭で，証拠の保全処分に言及するが，当該規定によるとしかしながら，侵害物品（適当な

場合には，侵害物品の生産と流通の双方またはいずれかに利用される材料および道具並びにこ

れらに関連する文書）の現実の差押えが含まれている。前述したように，これらは実際には証

拠保全処分でなく，本案請求の実現を保全するための暫定措置である。

85．権利行使指令の枠組内においては，これらの処分の厳格な区別はあまり必要ないかも知れな

い。しかしながら，証拠規則の適用範囲の決定に関しては非常に重要である。証拠規則は本案

請求を確保することを目的とする暫定措置にはまったく適用されず，証拠の保全処分に適用さ

れるものである。

86．暫定・保全措置の概念のこのような理解は，ハーグ証拠収集条約の規範的文脈内における概

念の機能の図式的検討によってもまた確認される。かかる措置の除外は，同条約とブリュッセ

ル条約の相互の区別を適用範囲の点で確実にする|引的がある。この目的は，証拠規則に関する

ドイツのイニシアティブの基礎に，明らかに存在するものであるi''７１１．

８７．連合王国政府が，この点に関して区別をする同一の必要性が存在するので，ブリュッセルＩ

規則の適用範囲内に入る暫定・保全措悩は証拠規則における証拠の収集の概念から除外されな

ければならないと主張している限りにおいて，この見解は支持されなければならない。

88．アイルランドおよび連合王国政府は，しかしながらさらに進んで，本件で問題になっている

証拠の保全処分はブリュッセルＩ規則31条に基づいてイギリス裁判所において直接に求めるこ

とができたはずであるので，よって，証拠規則のいかなる利用も排除されると主張する。

89．ブリュッセルＩ規則31条は，ブリュッセル条約24条と同様，「ある構成国の法が定める暫定措

置（保全措置を含む｡）は，他の構成国の裁判所が本案について管轄を有する場合であっても，

その構成国の裁判所に申し立てることができる｡」と規定する。

(37）ドイツのイニシアティブの前文７および８を参照。
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90．SLPaulDairylndustries事件において，司法裁判所は，ブリュッセル条約24条は訴訟開始

前における証拠の収集・保全の独立的処分には適用されないと判示した(;蝿)。

91．この結論の根拠として司法裁判所が示したのは，とりわけ，ブリュッセル条約24条における

「暫定措置」の語は，同条約の適用範囲内のＴＩＩ:項に関して，本案の裁判管轄権を有する裁判所に

よる確認が求められている権利を保護するために事実上または法律上の状態を保全することを

目的にする処分をいうものと理解されることである!;１Ｍ'１゜よって，当該規定は，本案請求を保全

することを目的とする処分に適用されるが，証拠の収集のような手続上の処分には適用されな

い(抑)。

９２さらに司法裁判所は，ブリュッセル条約24条に基づいて証拠収集の処分が本案の裁判管轄権

を有しない裁判所において直接に求められ得るとすると，証拠規則の定める証拠収集における

司法協力のルールが迂回されるおそれがあることを指摘したⅢ'。すなわち司法裁判所は，証拠

の保全・収集の独立的処分は証拠規則のいう証拠の収集として性質づけられなければならない

ことを暗に示唆しているのである。

93.よって，司法裁判所の判例に照らせば，ブリュッセルＩ規則31条に基づいて，証拠が所在する

地の裁判所によって直接に証拠が保全される可能性（これは，アイルランドおよび連合王国が

好ましいと考えるアプローチである）は，受け入れることができない(ｲ２１。したがって，証拠保

全の処分が証拠規則の適用される場合であると考えるならば，区別の問題もまた何ら生じない。

(38)CaseC-lO4/０３８t・ＰａｕｌＤａ的mdustrjes［2005］ECRI-3481段落25。また，Geimer,Ｒ､，

andSchUtze,ＲＡ.,Ｅ皿mpttischesZjui〃er/tL/zrensrecﾉｉｔ,２，．editionⅢMunich､2004,section

Al-Article2ofRegulationＮｏ４４/2001,ｐｏｉｎｔ９２およびArticle31ofRegulationNo

４４/2001,point32も参照。

(39)８t.ＰａｕＺＤｑｉｍノルdustries前注(38)段落13。

(40)同旨として，CFEMF1acadesSAuBouisCmstructio〃Ｌｔｄ［1992］１．L・Ｐｒ､５６１QBD，

およびSchlosser，Ｐ.，EU-Zivilprozessrecht，２ndedition，Munich，2003,Article32of

RegulationNo44/2001,ｐｏｉｎｔ７およびArticleloftheHagueEvidenceConvention，

ｐｏｉｎｔ４を参照。

(41)８t・ＨＪＵＺＤａ町mdUstrieS前注(38)段落23。

(42)申立人は司法協力の手段による証拠の収集と証拠所在地の裁判所による証拠の収集の双方が

でき，その選択権を持つべきでないか，という問題を議論することは確かにできる。後者のルー

トは，より円滑かも知れないが，外国で収集される証拠が本案の裁判管轄権を有する裁判所に

よって認められないかも知れないという懸念がある（司法裁判所の判断への批判的見解として，

例えば，Mankowski，Ｐ.，‘SelbstimdigeBeweisverfahrenundeinstweiligerRechtsschutz

inEuropa，,ルバste"zeinmg2005,ｐ・’144,および，ＨｅｓｓＢ.，andZhou,Ｃ､,`Beweissicherung

undBeweisbeschaffungimeuroptiischenJustizraum'，PrajcjsdesInter几Qtjo"αＩＣ〃

Priuut‐ｕ"ｄＶｃﾉﾌﾞizhre"srec/Zts-lPRax2007，ｐ］83)。この問題が肯定されるべきか否かお

よび肯定される場合にはどのような条件で認められるかということにかかわらず，ブリュッセ

ル条約またはブリュッセルＩ規則を独立的証拠収集手続に適用することは望ましく，上記の論

者は，すべての場合において証拠規則がこれらの手続を規律することを疑問視しない。
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むしろ，証拠保全の処分をブリュッセルＩ規則の適用範囲から外すことは，他の構成国におけ

る証拠保全を共同体法に基づいてできるようにするために，証拠規則に従った司法協力の実施

を明瞭に求めることになる。

｡）小括

94.以上のことから，小括として，ジェノバ民事裁判所によって実施が求められているイタリア

知的財産法128条および130条の意味における物品の明細録取は，証拠規則１条による証拠の収

集の処分であるということができる。受託裁判所は，収集されるべき証拠と手続（将来におけ

るものであることもある）との間における関連性が認められることについて十分な明確性をもっ

て当該処分が記戦され，かつ，拒否事由が存在しない場合には，要請書を実施すべきである。

2．拒否耶由

95．証拠規則14条は，受託裁判所が要請書の実施を拒否できる事由を定める。１４条２項ａ号による

と，受託裁判所は，１条が定める証拠規則の適用範囲内に受託事項が入らない場合に特に要請

書の実施を拒否できる。本件においてはしかしながら，対象事項は前述したように，証拠規則

の適用範囲内である。さらにⅡ要請書の実施は，それが受託裁判所の所属する構成国の法によ

れば司法権の範囲に入らない場合は，１４条２項ｂ号に基づいて拒否されうる。

96．証拠規則10条３項２文はさらに，嘱託裁判所の法に従って実施されるべき要請書に適用され
‐ｆＴ

る公序条項を定める。付託裁判所はイタリア知的財産法129条および130条に従って物品の明細

録取が実施されることを求めて，この可能性を利用した。一般に，受託裁判所は，かかる手続

が自己の所在する構成国の法と相容れないか実際上の重大な困難がある場合でなければ，この

ような求めにも応じなければならない。

97．この双方の拒否の可能性は，受託裁判所の所属する構成国の法が定めるところに従う。司法

裁判所は，国内法上どのような権限を司法機関が有するかまたはどのような方法の証拠収集が

国内法と相容れないかもし<は実際上の理由によって実施され得ないかを判断するために国内

法規定を解釈することはできない。これらは，受託裁判所が判断すべき問題である。

98.しかしながら，司法裁判所の判例法からは，共同体法の規定が国内の法および慣行を指定す

る場合，構成国は当該規定を定める共同体法の目的を阻害するおそれのある措置をとることは

できないということが導かれる(ｲ3)。証拠規則は，問題となっている国内法が証拠規則の実際上

の実効性を害する場合には行き過ぎとなってしまう国内立法者の自由に，外在的な制約を課す。

この文脈において，司法裁判所にはりこの制約の遵守を確保するように証拠規則を解釈する義

(43)CaseC-385/０５ＣＧＴ[2007]ECRI-611段落35゜この判決は,CaseC-151/O2Jtz2ger[2003］
ECRI-8389段落59を引用する。
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務がある。

99．この点に関しては，次のことが一般的な指針として留意されるべきである。すなわち，証拠

規則の実効性を確保するために，証拠収集を求める要請書の実施拒否の可能性は，証拠規則の

前文11に述べられているように，狭く限られた例外的な事情に限定されるべきことである。

100．連合王国政府によれば，受託裁判所は，受託事項が証拠規則の適用範囲外であったことを理

由に要請書を拒否したということである。受託裁判所は，いずれの利用可能な拒否事由にも依

拠していない１４１:。しかしながら，連合王国は，要請された処分の実施はいずれにしてもイギリ

スの司法権の範囲外でもあるとの見解をとっている（アイルランドも同旨)。

101．連合王国とアイルランドは，次のように主張する。コモン・ロ_によれば，証拠の収集は裁

判所または司法機関の職務に属さない。むしろ証拠は，当事者自身が収集しなければならない。

1997年の民事訴訟法７条の探索命令を送達・実施する監督的ソリシタは裁判所の成員ではある

が，裁判所の機関ではない。

102.これに対して，司法裁判所からの質問に対する回答において，スウェーデンおよびフィンラ

ンドの政府並びに委員会は，私見によれば正しくも，証拠の収集を求める処分の「命令」とそ

の「実施」との間に区別の線を引かなければならないという主張をする。証拠の収集の要請書

の実施は，証拠収集の一定の方法の実施が司法的活動の範囲に入らないことに単純に基づいて

拒否されうる。しかしながら決定的な要因は，裁判所は求められた処分を命じる権限を有する

ということである。1997年の民事訴訟法７条は，民事訴訟規則25条と組み合わさって，原則と

して適切な権限をイギリスの裁判所に与えているように見えるH５１。

103.さらに，委員会が正しくも指摘するように，司法権は機関的な意味において裁判所組織の一

部である者によってのみ行使されることができるということは，絶対的な要請でない。裁判所

によって雇われて，探索命令（当事者の申立てに基づく）の適切な送達および実施を確保する

監督的ソリシタは，司法権を行使する者とみなされ得る。この考え方は，特に経験豊かな一定

のソリシタのみがこの権限を授けられるという事実によって支持される郷`)。さらに，その職務

の遂行において必要である中立性を確保するために，ソリシタは，申立人の法的代理人として

同一のソリシタ事務所に所属することは認められない(綱)。

(44)この見方は，受託裁判所が様式ＥまたはＨを用いずに要請書を返送したことから支持される。

(45)実際には，裁判所のこの条項の利用は，あまりされないようである。当事者の所持する文書

や物件の当事者自身によるディスクロージャーが求められることがより通常のようである。ディ

スクロージャー手続が証拠の保全にとって不十分であるとみなされる場合にのみ，探索命令発

出の検討段階に入る（Zuckerman，ZuclDermα〃onaujJP7occdure，２，．edition，London，

2006,point14.177参照)。

(46)PracticeDirection25-Interiminjunctions,paragraph72．

(47)PracticeDirection25-Interiminjunctions,paragraph76．
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【翻訳】

104．裁判所[1体によって実施される!;l[拠の収集のみが司法権の範Ｉ)１１内に入るものとして取り扱わ

れるとするならば，証拠規則の実際上の実効性は過度に阻宵されてしまうであろう。このよう

な解釈はまた，例えば，裁判所それに１体ではなくて鑑定人によって作成される鑑定書をも除外

するであろう。

105したがって，証拠保全のための処分（例えば，イタリア知的財産法128条および130条におけ

る物品の明細録取命令のようなもの）が受託国法上，我pl1ll所自体でなく，裁判所によって雇わ

れて司法組織から独立した機関（裁判所の成員）によって実施される場合に，それが司法権に

属しないことを理由にして実施拒否を正当化することはできない。

106コモン・ロー上，証拠収集の武任は当事者にあるという異議は，証拠規則10条３項２文の規

定への依拠とみることができる。この規定によれば受託国は，嘱託国法によって定められる手

続に従った要請醤の実施を，日国法と相容れないこと，または，実務上の重大な困難を理由に

拒否できる。

107この点に関して，まず注意しなければならないのは，受託国は，嘱託されている外国法上の

処分が正確には自国法および'五|内実務と合致しないことのみを理１１１に，この規定を用いること

はできないことである(ｲ8)。むしろ証拠規則１０条３項は，実際上の効果をまったく奪われている。

この限りにおいては，証拠規則のこの条の文言は明らかに，特別な手続に従った証拠収集が受

託国の国内実務と相容れない場合にその拒否を認めるハーグ証拠収集条約９条２項よりも制限

的である。

108．その代わりに，受託裁判所はまず，とりうる手段が許す限りにおいて，嘱託国法上の手段を

実施するあらゆる可能な努力をしなければならない。

109．この点において重視されるべきなのは，証拠規則-lxの司法協力の本質は，鱗成国の裁判所が

直接に他の構成国の裁判所に対して証拠の収集の要請i1$でもって働きかけることのできる可能

性にあることである。受託裁判所の所属する構成国において証拠を収集する際に，嘱託裁判所

における訴訟手続の当事者に対して過度に広範な義務を課すことによって，司法協力を過剰に

困難にすることはできない'１い゜

110.さらに，証拠規則１８条１項によれば，原則として，要諦iUfの実施にあたってはいかなる税金

も費用も請求され得ない。１８条２項によれば，受託裁判所は，鑑定人および通訳に支払うべき

(48)Rauscher，Ｔ､，ａｎｄｖ．Ｈein，』.，EurOp⑰jschesZjujJprozessrecﾉｉｔ，２，．edition，Munich，

2006,ArticlelOofRegulationNol206/2001,ｐｏｉｎｔｌ３参照。

(49)証人が証拠規則に基づく司法共助の要請書に従って尋|H1される場合，例えばPractice

Direction34-DepositionsandCourtAttendancebyWitnesses，paragraphl1.3は，

財務ソリシタ（TreasurySolicitor）が受託裁判所において申立人の役割を引き受けることを

明定する。この点については，LaytonandMercer，EurOpeanauiIP｢αctica2ndedition，

London，2004,point7.062も参1M(。
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報酬並びに10条３項および４項に基づく特別の手続による証拠収集から発生する費用の償還し

か求めることはできない。

111．国内法の抵触する規定または実際上のI重大な困難のために外国法に基づく要請書を実施する

ことが不可能であることが証明された場合，要請書はまったく実施されないまま単に返送され

ることはできない。受託国は，国内法の定めに従うために，求められた処分を修正した形で実

施しなければならない`釦》。たとえこのやり方が不可能であっても，国内法に従って受託事項に

相当する手続を行う可能性が残っている'511.

112．手続の現段階においては，しかしながら，司法裁判所は，利用可能な拒否事由を定める証拠

規則の関連規定の決定的な解釈を出すことは求められていない。そうではなくて，これらの問

題の提起は，第一に受託裁判所の権限事項である。もしも受託裁判所が当該規定の適用範囲に

関して疑問を抱くならば，当該裁判所が，司法裁判所に付託をする権限を最終審の裁判所とし

て与えられ，かつ，そうすることを求められる。そして司法裁判所は，法的および事実的状況

を知らされた上で，証拠規則14条２項ｂ号および13条３項の解釈に関するより特定的な立場を

採用することができる。

Ｖ－結論

113．以上のような分析により，司法裁判所はジェノバ民事裁判所からの第１の質問について次の

ように回答すべきことを提案する。

「イタリア知的財産法128条および'30条による物品の明細録取命令のような証拠の保全および

収集の処分は，民事又は商事に関する証拠の収集における構成国の裁判所間の協力に関する

2001年５月28日の理事会規則（EC）第1206/2001号１条により，その適用範囲内に入る証拠の

収集の処分であって，構成国の裁判所の要請書に基づいて他の構成国の裁判所が拒否事由の存

在しない限り実施しなければならないものである｡」

(50)RauscherT.,ａｎｄｖ.Ｈein,Ｊ、前注（48)，ArticlelOofRegulationNol206/2001,point

２２以下参照。

(51)Huber，Ｓ､，ｉｎ：Gebauer，Ｍ､，andWiedmann，Ｔ・ﾛＺルルecﾉｉｔｕ"terEumptijschem

Ein/mss,Stuttgart，2005,Chapter29,ｐｏｉｎｔｌ３３参照。
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